
すこやか病児・病後児保育室のお迎えサービス（ご案内）
 

１ 病児・病後児保育室のお迎えサービス  

（１）病児・病後児保育とは、お子様が病気のため、保育園、幼稚園等に通園等できない場合に、

保護者に代わって保育する制度です。 

（２）お迎えサービスとは、在籍している保育所等でお子様が体調不良となった場合で保護者が

お迎えに行くことが困難な時に、病児・病後児保育室の保育士が保護者に代わって 

保育所等にお迎えに行き、保育室で保育するものです。 

（平日午後６時まで保育します。土曜、日曜、祝日、年末年始等を除く。） 

２ 利 用 施 設  

すこやか病児・病後児保育室（ＴＥＬ042－590－0415） 

 

（東大和市中央 3-922-1：広沢こどもクリニックの２階）     

３ 利用要件等  

（１）東大和市内に住所を有し、東大和市内に所在する保育所、認定こども園、小規模保育、 

家庭的保育、認証保育所、幼稚園在籍児で満６か月～小学校就学前のお子様 

（２）はしか以外の病気で年齢相応のＭＲワクチンを接種済みのお子様 

（３）入院加療を必要としないお子様 

（４）利用登録（無料）しているお子様 

 

４ 利 用 方 法  

（１）保育所等から「お子様の体調が悪くなり迎えに来て欲しい」という連絡があった後に、 

保護者の方がすこやか病児・病後児保育室に直接電話でお申し込みください。 

保育園、幼稚園等に依頼して代理で申し込みをすることはできません。 

（２）申し込み時に、お子様の病状をお伺いいたしますので、保育園・幼稚園等から伝えられ

るお子様の詳細な病状についてメモ等に控えておいてください。 

（３）すこやか病児・病後児保育室では、保護者の方から聞き取った内容をもとに、お迎え  

サービスが利用できるか判断いたします。 

（４）利用できると判断された場合、保護者から保育所等にお迎えサービスを利用する旨を   

お伝えください。すこやか病児・病後児保育室では準備が整い次第お迎えに行きます。 

（５）保育所等でお子様の引渡しを受け、タクシーで送迎し、広沢こどもクリニックで受診後、 

保育室に入室します。 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

ＱＲコードで保育室
のＨＰにアクセスで
きます。ぜひご覧 
ください。 

〇登録手続きは、すこやか病児・病後児保育室で行います。登録には母子手帳、資格確認証又は 

マイナンバーと医療療証（マル乳）のコピー、広沢こどもクリニック診察券（受診歴ある場合）、利用登

録申込書が必要です。 

詳細は、「すこやか病児・病後児保育室」（上記に記載）にお問い合わせください。 

○当日の保育室の利用状況、保育士の配置状況により（特に午前 10 時までは）利用できない場合があり

ます。 

○ご利用のお申し込みに当たっては、すこやか病児・病後児保育室にお電話する前に、ご家族等の中で 

お迎えが可能かどうかを十分ご確認のうえ、ご連絡ください。 

○保護者の方から保育所等にお迎えサービスを利用する旨のご連絡がない場合、お子様の引渡しはできま

せん。 

 



５ 費用  

 

                                 

（１）保育料  

１回 ２，０００円 

※ 生活保護世帯、前年度（１月～３月は前々年度）住民税非課税世帯の方には、 

保育料の減額制度があります。 

（２）食事（昼食、おやつ） 

① 当保育室では通常利用の場合は、各ご家庭でお弁当をお持ちいただいており、食事の 

提供はしておりません。 

② お迎えサービスを利用される場合は、次のとおり対応いたします。 

※ お子様のアレルギーについては、すこやか病児・病後児保育室にご相談ください。 

ア 乳児 

       ○ミルク(有料)を提供します。 

イ 幼児 

○昼 食：１食 2５０円  

○おやつ：１回 ５０円 

 （３）診察料 

    広沢こどもクリニックで診察を行いますので、診察料が発生します
．．．．．．．．．

。
．

   

お迎えの際は、必ず健康保険証・各種医療証をご持参ください。     

健康保険証・各種医療証の期限が切れている場合や、変更がある場合などには、実費  

でのお支払いとなりますのでご留意ください。 

（４）その他                                     

○紙おむつ（おむつの必要なお子様 1 枚２０円） 

（５）キャンセル料 

タクシー手配等に伴う費用と当保育室利用に係るキャンセル料２，０００円の合計額 

  保護者の方がすこやか病児・病後児保育室に直接電話にてお申し込みいただいた時 

 点で契約成立となりますので、それ以降の利用キャンセルについては、キャンセル料 

が発生します。 

 

 

○お迎えに行くのは保育士ですが、お子様にとっては面識のない大人です。体調が悪い中、面識

のない大人に、知らない場所に連れて行かれることは、お子様の心身への負担が大きいという

ことを十分ご理解頂いた上で、お迎えサービスをご利用ください。 

○お迎えサービスは、救急車での搬送などの医療とは、明確に異なります。その点に十分ご留意

頂いた上で、お迎えサービスをご利用ください。 

６ 問合せ先   

（１）すこやか病児・病後児保育室（ＴＥＬ042－590－0415） 

（２）東大和市 子育て支援部 保育課 保育・幼稚園係 

（ＴＥＬ042－563－2111 内線 1751～1755） 

タクシー利用に伴う交通費の実費については、徴収いたしません。 


